
１ 競争入札に付する事項

（１）

（２） 仕様書のとおり

（３） 仕様書のとおり

（４）

２ 電子調達システムの利用

本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に

代えることができる。

３ 競争に参加する者に必要な資格

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が

ある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）

（４）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係又は人的関係がある者のすべてが、共同企

業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）

（５）証明書等（資格審査結果通知書（写）等）の提出期限から開札の時までの期間に大阪管区気象台から指名停止の措置を受け

ていないこと。

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する（建設）業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等から

の排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（７）以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務

・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務

・雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務

４ 仕様書及び契約条項を示す時期及び場所

17時00分まで

〒540-0008 大阪市中央区大手前４－１－７６　　大阪合同庁舎第４号館（１５階）

大阪管区気象台総務部会計課

電話 06-6949-6301

※ 入札関係書類は、大阪管区気象台ホームページの入札・調達情報からダウンロードして使用することができる。

https://www.jma-net.go.jp/osaka/choutatsu/R8/anken/R8isetsu/R8isetsu.html

５ 入札手続等

（１）証明書等の提出期限、提出書類及び提出先

ア 電子入札方式　 証明書等（資格審査結果通知書（写）等）

イ　 紙入札方式  証明書等（資格審査結果通知書（写）等）及び紙入札方式参加願

電子入札方式の場合は電子調達システムにより提出し、紙入札方式の場合は上記４まで提出すること。

（２）入札書提出期限

提出先は（１）と同様とする。

（３）開札の日時及び場所

大阪管区気象台１６階会議室

６ 入札保証金

免除する。

７ 契約保証金

納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除

する。

８ その他

（１）３に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（２）入札金額は総価を記入する。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当

であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落

札者とすることがある。また落札者決定後、契約書を作成する。

（４）原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行し

ない。

（５）詳細は入札説明書による。

支出負担行為担当官

佐藤　豊

令 和 8 年 6 月 1 日 （ 月 ）

令 和 8 年 6 月 2 日 （ 火 ）

入　　札　　公　　告

西郷特別地域気象観測所露場移設及び撤去等工事（電子入札対象案件）

令 和 9 年 1 月 29 日 （ 金 ）

工 事 件 名

工 事 内 容

工 事 場 所

完 成 期 限

令 和 8 年 5 月 15 日 （ 金 ）

令 和 8 年 5 月 22 日 （ 金 ）

令和7・8年度国土交通省（大阪管区気象台を希望したものに限る。）又は大阪管区気象台一般競争参加資格にお
いて、「建築工事業」の「A」又は「B」等級又は、「専門工事」のうち「電気工事業」若しくは「電気通信工事業」の「A」
又は「B」等級に格付けされている者であること。

　　　大阪管区気象台長

令 和 8 年 4 月 24 日

10時00分

第一契約係

17時00分

17時00分



【契約の概要調書】

（契約件名）

西郷特別地域気象観測所露場移設及び撤去等工事

契約の概要

【工事場所】

島根県隠岐郡隠岐の島町西町大城の一、２

【工事完成期限】

（注意点等）

・ 参加方式確認書類の提出期限

・ 最低価格落札方式

・ 電子調達システム対象案件 

・ 仕様書は大阪管区気象台HPからダウンロードできます。

・ 紙入札方式で参加される場合も、必ず電子くじ番号を設定してください。

令 和 8 年 5 月 22 日 （ 金 ）

本工事は、西郷特別地域気象観測所法面改修工事に先立ち、地上気象観測機器を設
置するための観測露場等を整備し、既存の観測露場の解体撤去を行うものである。

【工事概要】

地上気象観測装置更新前

１ 観測露場の造成（気象標石の設置・水準測量、観測局舎までの埋設管路含む）
２ 基礎コンクリートの造成
３ 管路の敷設
４ 接地工事
５ 芝張り、潅水
６ 観測測器取り付けポール等の作成、設置
７ 接続箱の作成、設置
８ ケーブル敷設 （一部は、地上気象観測装置更新時に行う）

11 撤去工事

（1）観測露場整備工事（芝張り含む） 　令和8年9月30日（木）

※ ケーブル敷設の一部は、監督職員が別途指示する観測機器取付調整日に実施

※ 水準測量は、監督職員が別途指示する観測機器取付調整日までに完了

（2）既設観測露場撤去工事他　令和9年1月29日（金）

地上気象観測装置更新時

  地上気象観測装置更新後

８ ケーブル敷設（一部撤去含む）
９ 太陽光電池パネル等の移設
10 10 型地上気象観測装置感部等の梱包・運搬
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